
鳥取県教育委員会

・・・・指導、情報提供等

・・・・報告、届出、連絡等

学校給食における食中毒（疑）及び事故等発生時の緊急連絡体制

　　（食中毒（疑いを含む）、異物混入、食物アレルギーに関する事故及び重大なヒヤリハット等の発生時の対応）

※食中毒及び事故等発生時には、体育保健課及び管轄の保健所に速やかに第一報を入れること（休日・夜間を含む）。

各市町村の学校給食衛生管理
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【食中毒】
鳥取県生活環境部くらしの安心局
くらしの安心推進課食の安全担当
【感染症】
鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課
鳥取県福祉保健部感染症対策センター
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【全般】
鳥取県教育委員会事務局
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【各総合事務所（保健所）】

（平日の場合）

電　話 ０８５７－３０－８５５２ 電　話 ０８５７－３０－８５３３

ファクシミリ ０８５７－２０－３９６２

電　話 ０８５８－２３－３１１７ 電　話 ０８５８－２３－３１４５

ファクシミリ ０８５８－２３－４８０３

電　話 ０８５９－３１－９３４０ 電　話 ０８５９－３１－９３１７

ファクシミリ ０８５９－３１－９６４７

（休日・夜間の場合）

【体育保健課】

食中毒（疑）及び事故等発生時の連絡先

食　中　毒（生活環境局） 感　染　症

東部

鳥取市保健所
　生活安全課　食品衛生係

鳥取市保健所
保健医療課　感染症・疾病対策係

中部

中部総合事務所　倉吉保健所
　生活安全課　食品担当

中部総合事務所　倉吉保健所
医薬・感染症対策課　難病・感染症対策担当

西部

西部総合事務所　米子保健所
　生活安全課　食品担当

西部総合事務所　米子保健所
医薬・感染症対策課　難病・感染症対策担当

別添２


